
大津市森林整備計画（変更案）と現計画の新旧対照表
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（図）大津市の位置 （図）大津市の位置

（対図番号の削除）

Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項 Ⅰ 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的な事項

1 森林整備の現状と課題 1 森林整備の現状と課題

Ⅱ 森林の整備に関する事項 Ⅱ 森林の整備に関する事項

第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。） 第1 森林の立木竹の伐採に関する事項（間伐に関する事項を除く。）

2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法 2 立木の伐採（主伐）の標準的な方法

（中略）
オ　上記ア～エに定めるものを除き、｢主伐時における伐採・搬出指針（削
除）｣（令和５年３月３１日付け４林整整第924号林野庁長官通知）のう
ち、立木の伐採方法に関する事項を踏まえること。

　また、林産物の搬出方法に当たっては、林地の保全等を図るため、地域
森林計画第４の1（3）で定めがある場合は「森林の土地の保全のため林産
物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法」に適合したも
のとするとともに、「主伐時における伐採・搬出指針（削除）」（令和５
年３月３１日付け４林整整第924号林野庁長官通知）を踏まえ、現地に適し
た方法により行うこととする。

（中略）
オ　上記ア～エに定めるものを除き、｢主伐時における伐採・搬出指針の制
定について｣（令和３年３月１６日付け２林整整第1157号林野庁長官通知）
のうち、立木の伐採方法に関する事項を踏まえること。

　また、林産物の搬出方法に当たっては、林地の保全等を図るため、地域
森林計画第４の1（3）で定めがある場合は「森林の土地の保全のため林産
物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法」に適合したも
のとするとともに、「主伐時における伐採・搬出指針の制定について」
（令和３年３月16日付け２林整整第1157号林野庁長官通知）を踏まえ、現
地に適した方法により行うこととする。

変更案 現計画 備考

　本市の森林面積は市の総面積の５４％に当たる２５，１１５ｈａで、そ
のうち国有林が２，９８３ｈａ、民有林が２２，１３２ｈａである。民有
林の資源内容をみると、人工林が８，９４１ｈａ、天然林が１２，１００
ｈａ、その他未立木地等が１，０９１ｈａとなっており、人工林率は４
０％で県平均の４４％よりやや下回っている。
　民有林の所有状況は個人有が４２％、会社・社寺有が１８％、公社・公
団有が９％、公有が４％、その他２７％となっている。
　また、民有林における森林の材積（未立木地等を除く。）は４，４３０
千㎥で、その内訳は人工林が２，５９６千㎥、天然林が１，８３４千㎥と
なっている。
　民有林における人工林の齢級構成をみると、保育を必要とする７齢級以
下が３２０ｈａで全体の４％となる一方、８～１０齢級が２，０２０ｈａ
で全体の２３％、１１齢級以上が６，６０１ｈａで全体の７４％を占めて
おり、高齢級林分の比率が高くなっている。
 （以下略）

　本市の森林面積は市の総面積の５４％に当たる２４，９９０ｈａで、そ
のうち国有林が２，９８３ｈａ、民有林が２２，００７ｈａである。民有
林の資源内容をみると、人工林が８，８９５ｈａ、天然林が１２，０２０
ｈａ、その他未立木地等が１，０９２ｈａとなっており、人工林率は４
０％で県平均の４４％よりやや下回っている。
　民有林の所有状況は個人有が４２％、会社・社寺有が１８％、公社・公
団有が１０％、公有が４％、その他２６％となっている。
　また、民有林における森林の材積（未立木地等を除く。）は４，３０６
千㎥で、その内訳は人工林が２，５１７千㎥、天然林が１，７８９千㎥と
なっている。
　民有林における人工林の齢級構成をみると、保育を必要とする７齢級以
下が４８０ｈａで全体の５％となる一方、８～１０齢級が２，３４０ｈａ
で全体の２６％、１１齢級以上が６，０７５ｈａで全体の６８％を占めて
おり、高齢級林分の比率が高くなっている。
 （以下略）

各種数値の更新。

別表の標題を追加。

林野庁長官通知の改定に
伴う修正。
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大津市森林整備計画（変更案）と現計画の新旧対照表

変更案 現計画 備考

Ⅱ第1　3 （略） Ⅱ第1　3 （略）

第2 （略） 第2 （略）

第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐
及び保育の基準

第3 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐
及び保育の基準

1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法 1 間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法

（表）標準的な方法 （表）標準的な方法

2～3 （略） 2～3 （略）

第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項 第4 公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法 1 公益的機能別施業森林の区域及び当該区域内における施業の方法

（略） （略）

(1) 水源の涵(かん)養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森
林

(1) 水源の涵(かん)養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森
林

ア　区域の設定
　水源かん養保安林、干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流
に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水
地、渓流等の周辺に存する森林、水源涵(かん)養機能の評価区分が中程度
以上の森林など、水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推
進すべき森林を【別表１】のとおり定める。

イ　森林施業の方法
森林施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本と
し、伐期の間隔の拡大とともに伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散
を図る。森林の区域については【別表２】により定めるものとする。
（以下略）

ア　区域の設定
　水源かん養保安林、干害防備保安林、ダム集水区域や主要な河川の上流
に位置する水源地周辺の森林、地域の用水源として重要なため池、湧水
地、渓流等の周辺に存する森林、水源涵(かん)養機能の評価区分が中程度
以上の森林など、水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推
進すべき森林を別表１のとおり定める。

イ　森林施業の方法
森林施業の方法として、下層植生や樹木の根を発達させる施業を基本と
し、伐期の間隔の拡大とともに伐採に伴って発生する裸地の縮小及び分散
を図る。森林の区域については別表２により定めるものとする。
（以下略）

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能
又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その
他水源涵(かん)養機能維持増進森林以外の森林

(2) 土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能
又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林その
他水源涵(かん)養機能維持増進森林以外の森林

ア　区域の設定
次の①～④の森林など、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、
快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施
業を推進すべき森林を【別表１】のとおり定める。
（以下略）

イ　森林施業の方法
（中略）
それぞれの森林の区域については【別表２】のとおり定める。
（以下略）

ア　区域の設定
次の①～④の森林など、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、
快適な環境の形成の機能又は保健文化機能の維持増進を図るための森林施
業を推進すべき森林を別表１のとおり定める。
（以下略）

イ　森林施業の方法
（中略）
それぞれの森林の区域については別表２のとおり定める。
（以下略）

間伐率（本数率）はおおむね２０％から３０％とするが、林分密度管理図
や既往の間伐方法を参考に間伐率、間伐木の選定方法等を定めるものとす
る。（削除）（材積率で３５％以下）。
（削除）

林冠がうっ閉し、林木相互に競争が発生し始めた頃、概ね２０～３０％の
間伐率で実施する。対象は不良木を中心に選定するが、林分構成が均一と
なるよう実施する（材積率で３５％以下）。
対象は不良木を中心に選定するが、林分構成が均一となるよう実施する。

湖南地域森林計画に準拠
する形で表現の修正。

別表について、視認性向
上のため修正。
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大津市森林整備計画（変更案）と現計画の新旧対照表

変更案 現計画 備考

Ⅱ第4　2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域
及び当該区域内における施業の方法

Ⅱ第4　2 木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域
及び当該区域内における施業の方法

(1) 区域の設定 (1) 区域の設定

　林木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能
な森林、木材等生産機能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体と
して森林施業を行うことが適当と認められる森林について、木材の生産機
能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を【別表１】のとお
り定めるものとする。
（以下略）

　林木の生育に適した森林、林道等の開設状況等から効率的な施業が可能
な森林、木材等生産機能の評価区分が高い森林で、自然条件等から一体と
して森林施業を行うことが適当と認められる森林について、木材の生産機
能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林を別表１のとおり定
めるものとする。
（以下略）

3 （略） 3 （略）

第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項 第5 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項

1～3 （略） 1～3 （略）

4 森林経営管理制度の活用に関する事項 4 森林経営管理制度の活用に関する事項

　森林経営管理制度については、人家等に隣接し、間伐等の整備が遅れて
いる人工林において、森林が有する公益的機能の発揮を目的として活用す
ることを基本とする。これらの人工林に対し、本市は森林所有者の意向を
確認の上、経営管理権集積計画の策定に基づき経営管理権を設定するとと
もに、森林経営管理事業を実施することとする。
　また、森林整備の速やかな実施を図る観点から、森林所有者との協定に
基づく森林整備についても積極的に取り組むこととする。
　経営管理権集積計画の策定にあたっては、本計画に定められた公益的機
能別施業森林や木材の生産機能維持増進を図るための森林施業を推進すべ
き森林等における施業の方法との整合性に留意する。

市内の森林において、森林経営管理制度に沿った経営管理を進めるため、
森林環境譲与税を活用して意向調査等に取り組んでいく。

5 （略） 5 （略）

第6 （略） 第6 （略）

第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項 第7 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項

1～2 （略） 1～2 （略）

3 作業路網の整備に関する事項 3 作業路網の整備に関する事項

(1) 基幹路網に関する事項 (1) 基幹路網に関する事項

（中略）
イ　基幹路網の整備計画
本市に関する基幹路網の整備計画については【別表３】に示す。
（以下略）

（中略）
イ　基幹路網の整備計画
本市に関する基幹路網（追加）については別表３に示す。
（以下略）

4 （略） 4 （略）

本市の取組内容を反映す
る形で修正。

別表について、視認性向
上のため修正。

別表について、視認性向
上のため修正。
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大津市森林整備計画（変更案）と現計画の新旧対照表

変更案 現計画 備考

Ⅱ　第8 その他必要な事項 Ⅱ　第8 その他必要な事項

1 （略） 1 （略）

2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項 2 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項

（削除）
　
　林業の労働安全対策を基本として、木材の生産力向上を図り、木材生産
にかかる労働の軽減を図るため、現地の地形等の条件に適合した作業シス
テムの導入を促進することとし、これらの作業システムを効率的に展開で
きる技術者・技能者の養成を計画的に推進するほか、高性能林業機械の導
入およびその効率的な利用を確保するため、リースやレンタルの活用等、
林業機械の利用体制の整備について積極的に取り組むものとする。
　林業機械の導入に当たっては、低コストで効率的な作業システムに対応
するため、次に示す作業システムの一例や第７の１に示す「効率的な森林
施業を推進するための路網密度の水準および作業システムに関する事項」
を目安として、林道および森林作業道を整備することとする。
　また、森林施業に係る測量や調査においても効率化を図るため、GNSS測
定機器やドローンといったICT機器等を積極的に活用することとする。

（表）　効率的な森林施業を推進するための作業システムの一例

　作業路等の整備と合わせた高性能林業機械の導入を推進し、省力化によ
る低コスト作業を行うこととし、必要なオペレーターの養成を図る。

（表）高性能林業機械を主体とする林業機械の導入目標

注１）車両系：中傾斜地および急傾斜地の場合に適用
注２）架線系：急傾斜地および急峻地の場合に適用（高密度路網が整備で
きない場合）

（追加）

湖南地域森林計画に準拠
する形で表現の修正。
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大津市森林整備計画（変更案）と現計画の新旧対照表

変更案 現計画 備考

Ⅱ第8　3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項 Ⅱ第8　3 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項

　計画的に生産される間伐材等の有効利用と地域材の産地化、銘柄化等付
加価値をつけた市場性の高い製品の供給により収益性の向上を図る。
　また、「（削除）建築物における地域産木材の利用方針」に基づき、学
校施設等の公共建築物について、木造化に努めるとともに、内装等につい
て、木材の利用が適切である部分における木質化を促進する。また、住宅
等の一般建築物における木材の利用が促進されるよう関係機関等と連携し
情報提供に努める。
（中略）

（削除）

　計画的に生産される間伐材等の有効利用と地域材の産地化、銘柄化等付
加価値をつけた市場性の高い製品の供給により収益性の向上を図る。
　また、「公共建築物における地域産木材の利用方針」に基づき、学校施
設等の公共建築物について、木造化に努めるとともに、内装等について、
木材の利用が適切である部分における木質化を促進する。（追加）

（中略）

（表）林産物の生産（特用林産物）・流通・加工・販売施設の整備計画

Ⅲ 森林の保護に関する事項 Ⅲ 森林の保護に関する事項

第１ 鳥獣害の防止に関する事項 第１ 鳥獣害の防止に関する事項

1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法 1 鳥獣害防止森林区域及び当該区域内における鳥獣害の防止の方法

(1) 区域の設定 (1) 区域の設定

(表) 面積 ２２，１３２ha （表）面積 ２２，００７ha

(2) （略） (2) （略）

2 （略） 2 （略）

（図）鳥獣害防止森林区域図 （追加）

第2 （略） 第2 （略）

Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項 Ⅳ 森林の保健機能の増進に関する事項

（略） （略）

Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項 Ⅴ その他森林の整備のために必要な事項

1 森林経営計画の作成に関する事項 1 森林経営計画の作成に関する事項

(1) 路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材
の搬出を一体として効率的に行なうことができると認められる区域

(1) 路網の整備の状況その他の地域の実情からみて造林、保育、伐採及び木材
の搬出を一体として効率的に行なうことができると認められる区域

　森林法施行規則第３３条第１号の規定に基づく区域については、【別表
４】のとおり定めるものとする。

　森林法施行規則第３３条第１号の規定に基づく区域については、別表４
のとおり定めるものとする。

R5年度に改定した方針名
および内容に修正。
表の削除。

数値の更新。
図の差し込み位置の変
更。

別表について、視認性向
上のため修正。
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大津市森林整備計画（変更案）と現計画の新旧対照表

変更案 現計画 備考

Ⅴ　2～3 （略） Ⅴ　2～3 （略）

4 森林の総合利用の推進に関する事項 4 森林の総合利用の推進に関する事項

（削除） （表）森林の総合利用施設の整備計画

　大津市立葛川森林キャンプ村については、民間への土地貸借による利活
用を実施している。

※葛川森林キャンプ村については、民間への土地貸借による利活用を検討
しているため、未定としている。

5 （略） 5 （略）

6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項 6 森林経営管理制度に基づく事業に関する事項

　該当なし 　市内の森林において、森林経営管理制度に沿った経営管理を進めるた
め、森林環境譲与税を活用して意向調査等に取り組んでいく。

7 その他必要な事項 7 その他必要な事項

（１）～（２）略
（３）本市は現在（削除）１７ｈａの森林を所有しており、保育の必要な
人工林については、保育、間伐等を実施することとする。
（４）略

（１）～（２）略
（３）本市は現在人工林を中心に２４ｈａの森林を所有しており、保育の
必要な人工林については、保育、間伐等を実施することとする。
（４）略

【別表1】 公益的機能別施業森林の区域 【別表1】 （追加）

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
旧志賀町　（中略）
　　　　　100イ
　　　　　101イロ
　　　　　102イロハ
　　　　　103イ
　　　　　（以下略）

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森
林施業を推進すべき森林
旧志賀町　（中略）
　　　　　100イ
　　　　　101イロ
　　　　　102イロハ
　　　　　103イ
　　　　　（以下略）

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のう
ち、特に効率的な施業が可能な森林
旧志賀町　88イホ
旧大津市　3ハニ、38ハ、40ロ、163イロハニホヘトチリル、164トチリオ
ワ、230イロハニホ、232ハ

水源の涵養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
旧志賀町　（中略）
　　　　　（追加）

　　　　　（以下略）

土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森
林施業を推進すべき森林
旧志賀町　（中略）
　　　　　（追加）

　　　　　（以下略）

木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のう
ち、特に効率的な施業が可能な森林
旧志賀町　該当なし
旧大津市　3ハニ、38ハ、40ロ、163トチリ、164ト、230イロハニホ、232ハ

計画期間内に市森林経営
管理事業を実施する場合
等に記載することとし、
記載を修正。

数値の更新。

各種数値の更新。
官公造林返地箇所につい
て追加。
特に効率的な施業が可能
な森林の追加設定。

別表の標題を追加。

表の削除。
旧葛川キャンプ村におけ
る土地利活用事業につい
て記載。

6



大津市森林整備計画（変更案）と現計画の新旧対照表

変更案 現計画 備考

【別表2】 公益的機能別施業森林の区域内における施業の方法 【別表2】 （追加）

（表）面積（ha） （表）面積（ha）

【別表3】
（略）

【別表3】
（略）

【別表4】森林法施行規則第３３条第１号の規定に基づく区域 【別表4】 （追加）

（表）
区域名：北小松・南小松
林班
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/100/101/102/103

区域面積（ha）

（表）
区域名：北小松・南小松
林班　1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20

区域面積（ha）

参考資料1 （１）～（２）略 参考資料1 （１）～（２）略

（３）森林資源の現況等 （３）森林資源の現況等

　①保有者形態別森林面積 　①保有者形態別森林面積

　②民有林の齢級別面積 　②民有林の齢級別面積

　③～④略 　③～④略

（４）～（７）略 （４）～（７）略

参考資料2 （略） 参考資料2 （略）

数値の更新。

数値の更新。

官公造林返地箇所につい
て林班名追加。

数値の更新。

別表の標題を追加。

別表の標題を追加。
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